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     午前１１時４６分  開会 

○事務局長（男澤知樹君） 委員長、副委員長がともにおりませんので、南三陸町議会委員会条

例第９条第２項の規定により、年長である委員が座長となり、委員長の選任まで、その職務

を執り行うことになります。 

  本日の出席委員における年長委員は、山内昇一委員でありますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○年長委員（山内昇一君） ただいまより、令和元年度決算審査特別委員会を開催いたします。 

  委員長、副委員長がともにおりませんので、南三陸町議会委員会条例第９条第２項の規定に

より、年長である私が、委員長の選任まで、その職務を執り行います。よろしく御協力願い

ます。 

  それでは、委員長の互選についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。委員長の互選の方法はどのように行いますか、発言を求めます。後藤伸

太郎委員。 

○後藤伸太郎委員 指名推選がよろしいかと思います。 

○年長委員（山内昇一君） ただいま指名推選でという発言がございました。その他、御意見あ

りませんか。（「なし」の声あり） 

  それでは、委員長の互選は、指名推選の方法で行うことと決しました。 

  どなたを指名されるか、発言を求めます。星喜美男委員。 

○星 喜美男委員 議会運営委員会の協議を踏まえまして、産業建設常任委員長の村岡賢一委員

がよろしいかと思います。 

○年長委員（山内昇一君） それでは、お諮りいたします。委員長は、村岡賢一委員を指名する

ことに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○年長委員（山内昇一君） 異議なしと認めます。よって、令和元年度決算審査特別委員会の委

員長は、村岡賢一委員と決定いたしました。 

  ここで、挨拶をもって、委員長就任の承諾とさせていただきます。 

  それでは、よろしくお願いいたします。 

○委員長（村岡賢一君） （就任挨拶） 

○年長委員（山内昇一君） 以上で、私の任務を終了することといたします。 

  御協力ありがとうございました。 
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○委員長（村岡賢一君） それでは、副委員長の互選についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。副委員長の互選の方法はどのように行いますか、発言を求めます。後藤

伸太郎委員。 

○後藤伸太郎委員 指名推選でよろしいと思います。 

○委員長（村岡賢一君） ただいま、指名推選という発言がございました。その他、御意見あり

ませんか。（「なし」の声あり） 

  それでは、副委員長の互選は、指名推選の方法で行うことと決しました。 

  どなたを指名されるか、発言を求めます。星喜美男委員。 

○星 喜美男委員 産建副委員長の佐藤正明委員がよろしいかと思います。 

○委員長（村岡賢一君） それでは、お諮りいたします。副委員長には、佐藤正明委員を指名す

ることに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡賢一君） 異議なしと認めます。よって、令和元年度決算審査特別委員会の副委

員長は、佐藤正明委員と決定いたしました。 

  ここで、挨拶をもって副委員長就任の承諾とさせていただきます。 

  それでは、よろしくお願いいたします。 

○副委員長（佐藤正明君） （就任挨拶） 

○委員長（村岡賢一君） 以上で、副委員長の互選については終了いたしました。 

  委員長、副委員長の互選結果につきましては、議長へ報告をいたし、本会議において議長か

ら報告いただくことといたします。 

  お諮りいたします。以上で正副委員長の互選についての委員会を終了いたします。この後、

本会議において、議長から委員長及び副委員長の選任結果の報告の後、休憩を挟み、早速決

算審査を行ってまいることといたします。これに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡賢一君） 異議なしと認めます。 

  それでは、よろしくお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

     午前１１時５５分  休憩 

                                            

     午後 １時４９分  再開 
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○委員長（村岡賢一君） 再開いたします。 

  ただいまより、令和元年度決算審査特別委員会を開催いたします。 

  私から一言御挨拶を申し上げます。 

  皆さん、大変御苦労さまでございます。９月定例会も６日目に入りまして、特別審査委員会

が始まるわけでございますけれども、皆様方には、しっかりと簡明に審議を御協力いただけ

ますようお願いを申し上げるものでございます。 

  それでは、着席をさせていただきます。 

  ただいまの出席委員数は15人であります。定足数に達しておりますので、これより令和元年

度決算審査特別委員会を開会いたします。 

  なお、傍聴の申出があり、これを許可しております。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  暑いので脱衣を許可いたします。 

  初めに、委員の皆さんに特別委員会の進め方について御確認をいただきます。 

  特別委員会の進め方は、それぞれの会計ごとに細部説明を行い、その後、質疑、討論、採決

と進めてまいりたいと思います。 

  質疑は、一般会計については歳入歳出別の款ごとに行い、その他の会計につきましては歳入

歳出一括、収入支出一括で行いたいと思います。 

  なお、一般会計の歳入歳出の款ごとの区分は、既に配付しております令和元年度決算審査特

別委員会審査予定表を御参照いただきたいと思います。 

  このことについて御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡賢一君） 異議なしと認めます。よって、そのように執り進めることといたしま

す。 

  それでは、認定第１号令和元年度南三陸町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題とい

たします。 

  初めに、令和元年度南三陸町一般会計歳入歳出決算の歳入の審査を行います。 

  会計管理者の細部説明を求めます。会計管理者。 

○会計管理者（三浦 浩君） それでは、認定第１号令和元年度南三陸町一般会計歳入歳出決算

の細部説明をさせていただきます。 

  決算の全容並びに歳入全体の細部説明となりますので、説明が少し長くなりますことを御了



６ 

承いただきたいと思います。 

  では、初めに決算の全容について改めて御確認をいただきます。 

  決算書の195ページを御覧ください。 

  実質収支に関する調書ですが、令和元年度は、歳入総額308億243万5,250円、歳出総額277億

2,512万2,665円、歳入歳出差引額、つまり形式収支額30億7,731万2,585円の黒字で決算をい

たしました。このうち令和２年度へ繰越財源として、明許繰越14億7,719万5,000円、事故繰

越6,093万2,199円、合わせて15億3,812万7,199円を繰越しいたしましたので、形式収支から

差し引いた実質収支の額は15億3,918万5,386円となり、実質収支も黒字決算となりました。 

  南三陸町財政調整基金条例第２条の規定に基づきまして、実質収支額の２分１相当の８億円

を財政調整基金へ繰入れいたしましたので、その残りの７億3,918万5,386円が令和２年度へ

の純繰越金となります。 

  なお、歳入歳出差引額30億7,731万2,585円は、対前年比較ではマイナス13.5％、実質収支額

15億3,918万5,386円は、対前年度比でマイナス2.6％、基金繰入額８億円は前年度と同額でご

ざいます。 

  それでは、決算書の１ページへお戻りいただきます。 

  歳入歳出の款ごとの収入済み額、支出済み額の構成比並びに対前年度比較について申し上げ

ます。 

  歳入１款町税、構成比4.4％、対前年マイナス2.8％。 

  ２款地方譲与税、構成比0.3％、対前年プラス19.9％。 

  ３款利子割交付金、構成比0.0％、対前年マイナス46.7％。 

  ４款配当割交付金、構成比0.0％、対前年プラス22.6％。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金、構成比0.0％、対前年マイナス12.6％。 

  ６款地方消費税交付金、構成比0.7％、対前年マイナス5.4％。 

  ７款自動車取得税交付金、構成比0.0％、対前年マイナス42.3％。 

  ８款環境性能割交付金、構成比0.0％。 

  なお、８款環境性能割交付金は令和元年度に新設されたものでございます。 

  ３ページ、４ページをお開きください。 

  ９款地方特例交付金、構成比0.1％、対前年プラス173.7％。 

  10款地方交付税、構成比22.7％、対前年プラス12.9％。 

  11款交通安全対策特別交付金、構成比0.0％、対前年マイナス15.2％。 
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  12款分担金及び負担金、構成比0.1％、対前年マイナス22.3％。 

  13款使用料及び手数料、構成比0.7％、対前年プラス10.2％。 

  14款国庫支出金、構成比34.1％、対前年プラス182.2％。 

  15款県支出金、構成比3.7％、対前年マイナス45.0％。 

  16款財産収入、構成比0.7％、対前年マイナス44.7％。 

  ５ページ、６ページを御覧願います。 

  17款寄附金、構成比0.1％、対前年マイナス39.3％。 

  18款繰入金、構成比17.4％、対前年マイナス64.6％。 

  19款繰越金、構成比9.0％、対前年プラス96.8％。 

  20款諸収入、構成比1.2％、対前年プラス12.3％。 

  21款町債、構成比4.8％、対前年プラス61.9％。 

  歳入合計では構成比100.0％、対前年ではマイナス4.2％でありました。 

  調定額合計392億2,998万8,277円に対する収入済み額合計が308億243万5,250円ですので、一

般会計全体の収納率は78.5％でありました。また、不納欠損額42万1,754円は全額町税でござ

います。収入未済額は84億2,713万1,273円となっておりますが、このうち83億9,265万2,000

円は令和２年度へ繰り越した事業の未収入特定財源となりますので、実質的な令和元年度の

収入未済額は3,447万9,273円となります。 

  続いて、歳出でございます。 

  ７ページ、８ページをお開き願います。 

  支出済み額の構成比並びに対前年度比較について申し上げます。 

  １款議会費、構成比0.4％、対前年プラス1.0％。 

  ２款総務費、構成比10.3％、対前年プラス12.9％。 

  ３款民生費、構成比6.5％、対前年マイナス0.9％。 

  ４款衛生費、構成比4.7％、対前年マイナス24.0％。 

  ５款農林水産業費、構成比7.5％、対前年プラス104.8％。 

  ６款商工費、構成比1.0％、対前年マイナス15.2％。 

  ９、10ページになります。 

  ７款土木費、構成比2.3％、対前年マイナス20.0％。 

  ８款消防費、構成比2.4％、対前年マイナス15.1％。 

  ９款教育費、構成比6.3％、対前年プラス63.5％。 
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  10款災害復旧費、構成比35.5％、対前年プラス122.2％。 

  11款公債費、構成比3.8％、対前年プラス21.5％。 

  11、12ページになります。 

  12款復興費、構成比19.3％、対前年マイナス59.3％。 

  13款予備費、構成比0.0％。 

  歳出合計、構成比は100％、対前年ではマイナス3.1％であります。 

  歳出合計額の支出済み額277億2,512万2,665円を通常分と震災復興分に分けますと、通常分

は85億1,711万3,000円、全体の30.7％、震災復興分は192億801万円となり、決算額の69.3％

を占めております。御承知のとおり、震災復興に係る予算は平成23年度から始まっておりま

すので、令和元年度までの９年間での総額は、3,399億301万円を震災復興分として支出した

ことになります。 

  また、令和元年度歳出予算現額には平成30年度からの明許繰越予算と事故繰越予算合わせて

90億8,707万424円が含まれております。予算全体の執行率は68.0％となりますが、そのうち

明許繰越予算の執行率は74.8％、事故繰越予算の執行率は98.7％、繰越予算を除く令和元年

度現年予算の執行率は65.8％という結果になりました。 

  なお、執行率は65.8％という低い執行率になってございますが、これは99億3,077万9,199円

を令和２年度へ繰り越ししていることによるものでございます。 

  なお、不用額については総額で31億1,359万6,560円発生してございますが、その要因といた

しましては、農林水産業費、災害復旧費及び復興費の予算執行が影響しております。 

  なお、100万円以上の不用額につきましては、決算附表の28ページから35ページにまとめて

ありますので、歳出での御審議の際、御参照いただきたいと思います。 

  以上で決算全体の説明を終わりまして、歳入歳出決算事項別明細書の歳入の説明に移らさせ

ていただきます。 

  13ページ、14ページを御覧ください。 

  １款町税ですが、収入済み額13億5,121万3,259円で決算をいたしました。町税全体の収納率

は99.6％で、依然として高い収納率を維持してございます。不納欠損額42万1,754円は対前年

では8,016円、率で1.9％の増額、収入未済額も453万5,715円で対前年30万9,079円、率で

7.3％増額となっております。 

  次に、税目ごとの収入済み額の対前年比較について申し上げます。 

  １項町民税は対前年マイナス11.3％。２項固定資産税、対前年はプラス6.1％で、震災後に
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おいて最大の決算額となってございます。３項軽自動車税、対前年では2.7％のプラスという

ことで、震災前後を挟んで合併後過去最大の数値となっております。４項町たばこ税、対前

年ではマイナスの7.7％。５項入湯税につきましては、対前年でマイナス9.5％でございまし

た。 

  続いて、15、16ページをお開きください。 

  ２款地方譲与税は対前年で19.9％の増額となりましたが、これは３項森林環境譲与税が新設

され、記載のとおり1,039万7,000円が交付されたことによるものでございます。 

  次の３款利子割交付金から８款環境性能割交付金までは、冒頭に説明申し上げたとおりでご

ざいます。 

  17、18ページをお開きください。 

  ９款地方特例交付金は、２項子ども・子育て支援臨時交付金が新設されたことに伴いまして

大幅な増加ということになってございます。 

  10款地方交付税は、各交付税の収入済み額の対前年比較について申し上げます。 

  19、20ページをお開きください。 

  普通交付税は対前年で980万円ほど、率では0.3％の増額となりました。普通交付税は震災特

例によって大きく落ち込むことはありませんでしたが、特例措置につきましては今年度まで

の予定でございます。 

  今年度は、10月に国勢調査が行われる年でもありますので、今後、地方財政への影響が懸念

されるところであります。 

  続いて、特別交付税は対前年で１億4,000万円ほど、37.1％増額してございます。特別交付

税は、特殊財政需要の有無によって毎年度収入額が変動いたします。ちなみに収入が一番大

きかった年度は震災直後の平成23年度であります。 

  続いて、震災復興特別交付税、こちらは対前年で６億5,100万円ほど、24.6％の増額となっ

てございます。震災復興特別交付税は平成23年度に創設されましたが、令和元年度までの交

付総額、９年間で427億6,360万6,000円になっております。 

  続いて、11款交通安全対策特別交付金は冒頭に説明申し上げたとおりでございます。 

  次に、12款分担金及び負担金ですが、12款全体の収納率は99.3％で、ほぼ前年並の収納率と

なっております。収入済み額の比較では、昨年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴いま

して、１目民生費負担金２節児童福祉費負担金が前年比較で535万円ほど減収となっておりま

す。 
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  なお、収入未済額12万3,600円は、平成27年度以前の滞納分の分納をしているものでありま

して、新たな収入未済額は発生してございません。 

  次に、19ページから24ページにかけて、13款使用料及び手数料は、款全体の収納率は96.1％、

１項使用料が94.7％、２項手数料は前年同様に100％でありました。収入済み額で比較いたし

ますと、１項の使用料では、３目土木使用料２節住宅使用料が880万円ほど増加、２項手数料

では、３目衛生手数料２節清掃手数料が940万円ほど前年度より増加してございます。 

  なお、収入未済額につきましては、記載のとおり町営住宅使用料及び町営住宅駐車場使用料

でございます。 

  23、24ページを御覧ください。 

  14款国庫支出金は、事業の実施内容によって毎年度収入額に大きな差異が生じます。今年度

の収入済み額は、記載のとおり105億1,669万9,336円で、前年度比較では67億9,000万円ほど、

率では182.2％ほど増額となりました。 

  なお、国庫支出金全体で73億2,916万4,000円の収入未済額がございますが、これは令和２年

度へ明許繰越及び事故繰越事業の未収入特定財源となっているものでございます。 

  それでは、確認の意味で各項の対前年比較について申し上げます。 

  １項国庫負担金は、対前年で227.3％の増となってございます。大幅な増額の要因といたし

ましては、３目災害復旧費国庫負担金が67億9,000万円ほど増額したことによるものです。 

  25、26ページを御覧ください。 

  ２項国庫補助金、こちらは対前年で47.1％の増でございます。増額の要因は、４目農林水産

業費国庫補助金が６億960万円ほど増額したことによるものです。 

  続いて、29、30ページを御覧ください。 

  ３項委託金につきましては、対前年マイナス1.7％でございますので、委託金においてはほ

ぼ前年度並みとなりました。 

  続いて、15款県支出金ですが、国庫支出金と同様に、事業の実施内容によって毎年度収入額

に大きな差異が生じます。今年度の収入済み額は記載のとおり11億4,843万9,837円、前年度

との比較では９億3,945万円、率では45.0％の減額となっております。 

  なお、県支出金全体で３億9,908万8,000円の収入未済額がございますが、国庫支出金と同様

に、令和２年度への明許繰越及び事故繰越事業の未収入特定財源となるものでございます。 

  続いて、各項の対前年比較について申し上げます。 

  １項県負担金は対前年マイナス17.2％。減額の要因といたしましては、１目民生費負担金が
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3,336万円ほど減収となったことによるものです。 

  ２項県補助金、対前年はマイナス13.2％。減額の要因といたしましては、１目総務費県補助

金が4,344万円減収となったことが影響してございます。 

  35、36ページを御覧ください。 

  ３項委託金ですが、対前年でマイナス62.2％でございます。委託金の減額の要因は、４目復

興費委託金におきまして、宮城県からの河川工事委託金が８億5,800万円ほど減となったこと

によるものです。 

  35ページ最下段から38ページにかけて、16款財産収入でございますが、全体の収納率はほぼ

100％でございます。 

  １項財産運用収入では、前年より200万円、率で3.6％の増となっております。 

  ２項財産売払収入では、サケの稚魚売払い代金が前年度より620万円ほどの減収、町有地の

売払い収入が１億4,300万円の減収となっておりますので、対前年では全体で53.6％のマイナ

スとなってございます。 

  続いて、37ページ最下段から40ページまで、17款寄附金ですが、ふるさと納税が前年より

270万円ほど減、震災復興寄附金は100万円ほどの減、まち・ひと・しごと創生寄附金が140万

円の減となってございます。また、前年度は商工費寄附金及び教育費寄附金を頂戴しており

ましたが、令和元年度はこれらがありませんでしたので、寄附金の総額といたしましては、

前年度より2,750万円、マイナス39.3％となってございます。 

  39ページから42ページにかけて、18款繰入金でございます。前年比で98億円、率では64.6％

の減となっております。これは、復興事業の進捗に伴いまして、復興交付金基金の繰入れが

66億円ほど減額、また、財政調整基金の繰入れが30億円ほどそれぞれ減額になったことによ

るものです。 

  基金繰入金につきましては、特定の事業の財源としてそれぞれの基金から繰入れを行ってお

りますが、決算附表の４ページから７ページにかけまして詳細を掲載してありますので御参

照いただきたいと思います。 

  続きまして、41、42ページを御覧ください。 

  19款繰越金は、対前年比で13億5,600万円、率では96.8％増額とほぼ倍増してございます。

こちらは繰越し事業に係る明許繰越金が12億円ほど増額となったことによるものです。 

  43ページから48ページにかけて、20款諸収入でございます。全体の収納率は94.7％、前年比

では12.3％の増で決算をいたしております。 
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  各項の収納率及び対前年度比較について申し上げますと、１項延滞金加算金及び過料は収納

率100％、対前年ではマイナス81.1％。 

  ２項町預金利子、収納率100％、対前年ではプラス25.0％。 

  ３項貸付金元利収入、収納率は99.9％、対前年ではプラス0.9％。 

  ４項雑入、収納率92.5％、対前年ではプラス18.6％となっております。４項雑入の増収の要

因といたしましては、48ページの上段に記載のとおりです。４節農林水産業費雑入において、

海岸保全事業返還金として１億437万円が新規に発生したことが影響してございます。 

  最後、47ページから52ページにかけましての21款町債であります。町債につきましては、対

前年で５億6,531万円、61.9％の増額となってございます。町債のうち過疎債につきましては、

48ページ、廃棄物処理事業債5,610万円、50ページ、観光交流促進事業債3,680万円、橋梁整

備事業債740万円、消防ポンプ車整備事業債7,460万円、公民館整備事業債6,720万円、52ペー

ジの中橋災害復旧事業債8,710万円と繰越し分の5,900万円、合計３億8,820万円でございます。 

  次に、合併特例債につきましては、50ページ上段から、漁港整備事業債１億3,753万円、道

路新設改良事業債2,600万円、消防債のうち防災行政無線システム整備事業債3,328万円、南

三陸消防署整備事業債4,680万円、防災基盤整備事業債600万円、野球場整備事業債9,590万円、

教育債のうち伊里前小学校整備事業債1,330万円、同じく繰越し分の２億8,640万円、歌津中

学校整備事業債910万円の合計で６億5,431万円になります。 

  また、台風19号による災害復旧債といたしましては、52ページの公共土木施設事業債1,940

万円と農林施設事業債の160万円の合計2,100万円になります。 

  なお、こちらも収入未済額６億6,440万円がございますが、こちらは令和２年度への明許繰

越事業の未収入特定財源となるものでございます。 

  以上、長くなりましたが、歳入の細部説明を終わります。 

○委員長（村岡賢一君） 会計管理者の細部説明が終わりましたので、これより歳入の質疑に入

ります。 

  質疑は、款ごとに区切って行います。 

  なお、質疑に際しましては、予算科目、ページ数をお示しの上、簡潔に行ってください。 

  それでは、質疑に入ります。 

  初めに、１款町税、13ページから16ページまでの質疑を行います。後藤委員。 

○後藤伸太郎委員 ２点お伺いしたいと思います。 

  決算書のほうですと13ページ、14ページになるかと思います。 



１３ 

  まず、町税全体的な部分なんですけれども、会計管理者もしくは総務課長になるかなと思う

んですけれども、決算の審査に当たって、昨年度、一昨年度あたりからでしょうか、財務諸

表等を一緒に見せていただいて、町有財産等のストックであるとかそういったものも一緒に

見ていきましょうと、それを町民の皆さんに分かりやすく共有してこれから先の町の財政状

況というのを把握していきましょうというような話をずっとさせてきていただいたかなと思

っているんですけれども、今回、決算審査に当たってそれがちょっと見当たりません。なの

で、そのあたりをどういうふうに捉えているのか。今作成中なのか、それともどこかにある

のか。また、それを町民の皆さんにどういうふうにお知らせしていくのかということをまず

全体的な部分で１つお伺いしたいと思います。 

  それから、14ページの不納欠損額という欄に42万という額が出てきております。附表のほう

を見ますと、17ページあたりなのかなと思うんですけれども、欠損処分額、それぞれ町民税

個人、固定資産税、軽自動車税というあたりに出てきておりますけれども、このあたり、な

ぜ欠損処分にしなければいけなかったのかというところをお伺いしたいと思います。 

○委員長（村岡賢一君）  総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 公会計の資料を併せて今後分析などに活用していきたい、ないしは

町民の方々に情報提供に役立つ部分があればそういったものもというようなお話をしてまい

りました。それで、平成30年度の決算から分析を開始しておりますけれども、令和元年度の

分につきましてはまだ作成中でございます。平成30年度の分析、ちょっと議員さん方にも御

紹介をさせていただいたかと思いますけれども、やはり継続的に比較をしていくということ

で活用性が出てくるものでありますので、いま少し年次を踏んでやっていく必要があるかと

思っておりまして、今段階におきましては、従前から広報で決算の状況などを御報告してお

りますので、今後そういったものにさらに加えていける情報がありましたら活用してまいり

たいと思います。 

○委員長（村岡賢一君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） 不納欠損の状況なんですけれども、滞納整理をやるんですけれ

ども、滞納整理ができない状況のものがありましたので、その部分について不納欠損処理を

したというところでございます。 

  内容的には、町県民税のほうが10人ほど、固定資産税のほうが６人ほど、軽自動車税のほう

は５人ほど、合計で21人ほどの分について徴収できなかったというところでございます。 

○委員長（村岡賢一君） 後藤伸太郎委員。 
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○後藤伸太郎委員 １点目につきましては、公会計制度、様々一般質問でもさせていただきまし

たし、今後引き続き分析していくということですけれども、やってみないことには分かりま

せんし、経年でどういうふうに変化していくかということも大事ですけれども、例えば人口

規模であるとか財政規模が同程度のほかの自治体との比較であるとか、一つ一つの施設ごと

にどれくらいの税金が使われていて、その施設を町民がどれぐらい使っているのかというよ

うな分析に有効だというふうに言われておりますので、引き続き分析には当たっていただき

たいと思いますし、見える化を、町民の皆さんが見るというところを意識してつくっていっ

ていただけたらなというふうに考えております。 

  不納欠損ですけれども、滞納処理できないので不納欠損しましたというのは、それはそうだ

ろうなと思うんですけれども、10人、６人、５人というところが、一件一件の細かな理由ま

では必要ないかと思いますけれども、どういう状況でそうせざるを得なかったのかというこ

とをお伺いしたつもりだったんですけれども、そこについては詳細には、どうなんでしょ

う、お示しできないものなんでしょうか。 

○委員長（村岡賢一君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） 滞納処分をする財産がなかったりとか、それから滞納処分する

ことによって生活が困窮するような状況になる、そういったところとか、滞納者が死亡した

場合とか、そういった場合には滞納処分ができないというふうなことになっておりますの

で、それらの理由によりまして不納欠損にしたというところでございます。 

○委員長（村岡賢一君） 後藤伸太郎委員。 

○後藤伸太郎委員 最後に、欠損処分についてですけれども、１つだけ確認させていただきたい

のは、一定の基準がしっかりとあって、ぶれることなく、こういう状況であればこれは不納

欠損せざるを得ないんだということを年々変わらぬ基準で粛々とやっているのかどうかとい

うところだけ最後確認させてください。 

○委員長（村岡賢一君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） 債権管理マニュアルというのがございまして、それから滞納整

理に関する規程もございますので、内部規程なんですけれども、それらに基づいて行ってお

りますので、ぶれることはないというふうにお考えください。 

○委員長（村岡賢一君） ほかに。倉橋誠司委員。 

○倉橋誠司委員 ３点お伺いしたく思います。 

  13ページ、固定資産税ですが、会計管理者からの説明の中で、6.1％対前年比で増えたと、
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震災後最大になったというお話だったかと思います。この増えた要因ですね、もう少し詳し

く教えていただければと思います。 

  それと、同じく13ページ、軽自動車税ですが、これも合併後過去最大になったと。台数が増

えたのか、そのあたりもちょっと教えていただきたく思います。 

  それと、同じく13ページ、３点目ですけれども、入湯税ですが、これは金額が書かれてます

けれども、これは何人、人数ですね、もし分かるのであれば教えていただきたいので、宿泊

の方だったら税額が幾らで、日帰り入浴の方も税額が違ってくるかと思います。大人とか子

供とかでも税額が違ってくるのかなと思うんですけれども、そのあたり、内訳を教えていた

だきたく思います。 

○委員長（村岡賢一君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） それでは、まず固定資産税のほうなんですけれども、前年度と

の比較で3,800万円ほど増えているんですけれども、資料ちょっとないんですけれども、土地

のほうなんですけれども、土地につきましては調定額で１億3,707万円、前年度より944万円

ほど増えてございます。7.4％増でございます。家屋につきましては３億715万円ほど増でご

ざいます。前年比で2,463万円ほど増えております。8.7％増です。それから償却資産のほう

につきましては２億286万円ほど、130万円ほど、0.6％の増でございます。それから償却資産

の修正申告された分がございまして、これは456万円で、前年度から261万円、134％増という

ふうになっております。 

  それから、軽自動車税のほうなんですけれども、軽自動車税のほうは、車の台数的には変わ

りないんですけれども、税率が上がりましたので、その部分の増収というところでございま

す。それから環境性能割ということで新しい部分が出てきたんですけれども、こちらのほう

は439台新規の登録があったというところでございます。 

  それから、入湯税のほうなんですけれども、入湯客数のほうなんですけれども、課税対象分

ということで、宿泊のほうが11万2,421人、日帰りのほうは２万1,264人、合計で13万3,685人

というところでございます。大人と子供の内訳はちょっと持ち合わせてございませんので。 

  以上でございます。 

○委員長（村岡賢一君） 倉橋誠司委員。 

○倉橋誠司委員 固定資産税のほう、土地、家屋それぞれ金額が増えているということですけれ

ども、どういうことなんでしょう。土地利用が増えた、それと家屋も新築がそれなりに増え

たというような解釈で、人口は減っているわけなんですけれども、人口減少の観点からいえ
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ばちょっと逆行しているのかなと思いますが、どうなんでしょう。単価が上がったのか、そ

のあたり、どういった仕組みで震災以降最大の数字になったのか、ちょっと理解ができない

んですけれども、少し何か根拠があるのであればお示しいただきたく思います。 

  それと、軽自動車税、税率が変わったということですけれども、改正前の税率が幾らで改正

後が幾ら、その辺あたりもし税率が分かるのであれば教えていただきたいなと思います。 

○委員長（村岡賢一君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） 固定資産税のほうなんですけれども、土地につきましては、利

用する面積が増えたといいますか、例えば農地から宅地とかに変わればその分税率が高くな

りますので、そういった形の種別が変わったというところがございます。それから家屋のほ

うは新築の家屋が増えた、それから償却資産のほうについては、事業を開始される方があり

まして、償却資産が増えたというところでございます。 

  税率のほうなんですけれども、種類が20種類くらいありますので、ちょっと長くなりますの

で、後でもし資料が必要であればお届けしたいと思います。 

○委員長（村岡賢一君） ほかに。及川幸子委員。 

○及川幸子委員 及川です。３点お伺いいたします。 

  町税のほうから、資料の附表のほうの17ページ、不納欠損額それぞれ出ております。滞納繰

越分と現年度分ありますけれども、滞納繰越は平成30年以前のものが出ております。そして

去年の記憶の中では軽自動車税、不納欠損たしか２台分だと思うんですけれども、あったん

ですけれども、欠損処分した内訳、年度ごと、もし分かれば、何年度何年度何年度とあるの

か。例えば町民税の場合、21万2,154円の滞繰ありますけれども、その中身は何年度何年度何

年度があるのかというようなことを教えていただきたいと思います。 

  それから、20ページの収入未済額、これは分担金及び負担金の中の民生費負担金……。 

○委員長（村岡賢一君） 16ページまでですから。 

○及川幸子委員 それでは変えて、３款軽自動車税の中で、収入未済額、現年度分が７万8,400

と出ております。滞繰分が７万6,400。そのうちの滞繰分が５万8,600円、欠損額でおろして

おりますけれども、この滞繰分、あと何台分これに含まれているのか、そして現年課税分が

何台分あるのか。 

  それから入湯税、9.5％の減ということなんですけれども、収入未済額がないということな

んですけれども、入湯税の使い方、聞きましたけれども、入湯税ですから観光面に使えない

ものかと思っておりますけれども、その辺の使い方、この税の使い方ですね。あと幾ら残っ
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ているのか、この辺をお伺いいたします。 

○委員長（村岡賢一君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） 軽自動車税の不納欠損なんですけれども、今年度は５台です

ね。それから30年度は２台、29年度は１台、28年度は１台ということで、それ以前の資料は

持ち合わせておりません。それから台数なんですけれども、現年分の７万8,400円の台数は７

台分でございます。それから滞繰分の７万6,400円の台数は９台分でございます。（「現年分

が９台、滞繰分が７台」の声あり）逆ですね。（「固定資産税」の声あり） 

○委員長（村岡賢一君） 質問したことに対しての、聞いてください。 

  会計管理者。 

○会計管理者（三浦 浩君） 冒頭説明いたしましたとおり、基金の状況につきましては、冒頭

申し上げましたとおり、４ページから７ページに詳しく載ってございますので、ぜひ決算附

表で御確認いただければと思います。 

○委員長（村岡賢一君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（佐藤宏明君） それでは、入湯税の使用の目的ということで御質問頂戴しまし

たので、私から答弁させていただきますが、ここには基金の条例を設けてございまして、そ

の条例の目的といたしまして、観光の振興及び環境衛生施設の整備、充実を図るという、入

湯税自体が目的税でございますので、この目的に見合った事業に充当していくということに

なります。 

  参考までに、先ほど附表の５ページのほうに観光振興基金と残高を記載しておりますが、令

和元年度末の現在高で5,574万5,000円ほどとなってございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（村岡賢一君） 及川幸子委員。 

○及川幸子委員 それでは、軽自動車税からいきます。 

  軽自動車税の、台数は分かりましたけれども、微量なんですけれども年々増えているんです

ね。以前は100％、99.、高いパーセントでしたけれども、年々それが落ちているような嫌い

があるんです。そうすると、額が大きいものですから、こういったように収入未済額が出て

くるとやっぱりそれが積もり積もっていきますので、現年度分をできるだけ残さない、そう

いう徴収の努力をしていただきたいんです。 

  税だとたしか５年だと思うんですけれども、５年以前のものがあるのかどうなのか、町民税

でも法人税でも、税に対してどの程度滞繰分であるのかどうか、その辺をお伺いいたしま
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す。 

○委員長（村岡賢一君） 及川委員、昨年度の決算審査なので、それに基づいて整理して御発言

いただきます。 

○及川幸子委員 ５年前のものが下りているのか、その辺確認をお願いします。 

○委員長（村岡賢一君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） まず、収納率のほうのお話なんですけれども、先ほど管理者の

ほうから説明があったんですが、軽自動車につきましては現年で99.8％ほどの収納率でござ

います。平成26年度以降ずっと99％台で維持しているんですけれども、今年度の99.63％につ

きましては県内一の収納率となってございます。それから、平成30年度につきましては

99.67％なんですけれども、全国では30位以内の収納率というところで、最大限担当者は頑張

っているというところを御理解いただきたいと考えております。これ以上の滞納整理はでき

ないというところまでの、ぎりぎりのところまで収納努力をしているというふうに御理解い

ただきたいと思います。 

  最大５年でほぼなくなるというふうにお考えいただきたいと思います。 

○委員長（村岡賢一君） ほかに。今野雄紀委員。 

○今野雄紀委員 １点だけ伺いたいと思います。 

  町税ということでなっているわけですけれども、私伺いたいのは、たった今課長答弁あった

収納率、すごい実績を上げているという、そのことは大変課長の下、すばらしいことだと思

います。 

  そこで伺いたいのは、今回こういった実績を上げている中で、以前私が申し伝えたこともあ

るんですけれども、月末の防災無線での放送なんですが、そういった喚起によってどれぐら

い効果があるのか。もしあの放送をやめてしまったらこういったことが実現できないのかど

うか。その辺どのように考えているのか伺っておきたいと思います。 

○委員長（村岡賢一君） 暫時休憩をいたします。 

  再開は３時15分といたします。 

     午後２時５４分  休憩 

                                            

     午後３時１２分  再開 

○委員長（村岡賢一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  １款町税の質疑を続けます。 
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  町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） 休憩前に今野雄紀委員から御質問ございました口振の放送の件

なんですけれども、以前にもお話ししたんですけれども、ついうっかりを１件でもなくすと

いうことで、口座振替できなかった人、残高不足でできない人は毎月二、三十件くらいある

わけなんですけれども、例えば引き落としできないと催告書を送ったり督促状を送ったりし

なくてはいけないわけなんですけれども、そういったことにならないように、手間も経費も

かかりますので、そういうことで１件でも少なくするように、小さいことからこつこつと積

み上げて今の収納率があるのかなというふうに考えておりますので、経費のかからない方法

ということで、広報の効果がどれくらいあるかは分からないんですけれども、そういったこ

とから収納率を高めていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（村岡賢一君） 今野雄紀委員。 

○今野雄紀委員 今課長より答弁あったんですけれども、うっかりをなくすということで、月平

均二、三十件あるという、そういう答弁いただきました。 

  そこで伺いたいのは、現在、納税の方たちが自動引き落としと、そうでなく直払い、コンビ

ニ等で払えるようなそういった形での割合をお分かりでしたら伺いたいと思います。 

  あともう一点は、小さいことをこつこつと積み上げてきて、毎回、近年の優秀な収納率を上

げている、そこは分かりますが、なお防災無線による放送によって取り立ての放送をすると

いうこと自体、町としての品位みたいなものを疑われないかどうか、そこの懸念がないかど

うか確認させていただきます。 

○委員長（村岡賢一君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） 経費のかからない方法ということで、ほかの市町村ですと、例

えばコールセンターにお願いして全軒に電話したりとかという方法もやっているところもあ

りますので、そういったことをうちらの町ではしていませんので、経費がかからない方法と

いうことで御理解いただきたいと思います。 

○委員長（村岡賢一君） 課長、無線放送でやっていたの、その割合と分かりますか。 

  町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） ちょっと今集計したやつ持っていないんですけれども、コンビ

ニ納付が多くなっています。最近はコンビニ納付が多くなっています。率は今手元に数字あ

るんですけれども合計したやつがございませんので、申し訳ございません。（「品位」の声

あり） 
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○委員長（村岡賢一君） 課長、その取り立てみたいにしてやっていることがどうだかという。 

  副町長。 

○副町長（最知明広君） いわゆる納税の放送をすること自体が品位として問題あるかというよ

うなことでございますが、先ほど町民税務課長が言いましたが、納税に関しましてはいわゆ

る国民の義務でございますので、それをとつとつと一つ一つお話をする、あるいは広報をす

る、そういうことは非常に大切なことであると思っておりますので、放送自体が品位を汚す

かというと、そうではないというふうに考えております。 

○委員長（村岡賢一君） 今野雄紀委員。 

○今野雄紀委員 今の答弁で大体分かったんですけれども、今課長の答弁ですと引き落としより

もコンビニ支払いが多いということで、同じ払いに、預金残高を補充するという方とコンビ

ニに行くという、そういう方法があるんですけれども、やはりこういった放送をすることに

よって喚起できるのかもしれませんけれども、別の方法を考えられるかどうか。副町長の答

弁もあったんですが、納税は当然町を運営する上での大きな財源ですので、義務ということ

も分かります。 

  そこで課長、先ほど来経費をかけないでという、そういう答弁が続いていましたので、最後

伺いたいのは、同じ広報をする上でも、経費がいっぱいかかるかどうか分からないんですが、

震災前というか以前のように公用車に小さなマイクなんかつけて、そして喚起していた経緯

もありますので、もしやるんだったら、そういった方法のほうが私品位を汚さないんじゃな

いかと思います。 

○委員長（村岡賢一君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） ちょっと今計算してみたんですけれども、口座振替で25％くら

いです。あとコンビニ納付が40％くらいです。あと残りは一般という形になっています。 

  経費がかからない方法ということで御理解いただきたいと思います。 

○委員長（村岡賢一君） ほかに。千葉伸孝委員。 

○千葉伸孝委員 簡単に１件だけお伺いします。 

  平成30年と比べて450万円税収が減ったと。今後の見通しとして、来年も減るような見通し

なのか。来年というか今年ですね。その方向性はどういったように考えているのか。また、

増える可能性もあるのか。 

  あと、督促状の件なんですけれども、大体月の末、30、31までですか、それを過ぎても督促

を発行した分の料金がプラスになるというのがあるんですけれども、それは何日から、例え
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ば100円プラスになるとか、それとも１か月置けば100円プラスとか、そういった追徴の分で

すね、その辺はどんな感じになっているのか。その辺をお聞かせください。 

○委員長（村岡賢一君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） 来年度の見込みにつきましては、現段階でははっきり申し上げ

ることは難しいのかなというふうに考えております。固定資産税のほうは減免の部分が年々

少なくなっておりますので、その部分が増加するのかなというふうには考えておりますけれ

ども、町県民税のほうなんですが、納税義務者自体が年々減少しておりますので、個人の所

得が増えればなんでしょうけれども、コロナのこともありますし、あまり期待はできないの

かなというふうに考えてございます。 

  それから、督促につきましては金額によって違うと思いますので、今すぐお答えは難しいで

す。 

○委員長（村岡賢一君） 千葉伸孝委員。 

○千葉伸孝委員 月を越して払うというような形の税金の分もあるので、たまに１か月ぐらい忘

れるときがあるんですけれども、その辺で、100円プラスというような形でたまに納税お願い

しますということで来ますんですが、その辺、金額によって大きく違うんでしょうか。私は

普通だと思うんですけれども、その辺、金額で大きく違うということは、その金額の差が分

かれば。簡単でいいです、大体で。 

  あと、固定資産税とかいろんな分がまだまだ今後上がる可能性もあると。そういった中で、

人口減少によって集める金額も減ると。そういった中で今後分からないというのがあります

が、ただ、一生懸命町民も頑張って働いているし、そういった税収の確保のためには、やっ

ぱり町民にある程度頑張って仕事をしていただいて、固定資産税も含めていろんな形でもっ

て上がる、多く支払ってもらえるような環境づくりも町では必要だと思うんですけれども、

いろんな面を考えても、やっぱり増収はなかなか難しいという、税務の専門家なので、その

辺の考え、最後にお聞かせください。 

○委員長（村岡賢一君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） なかなか税収の見込みについてはちょっと予定立てられないと

思います。 

  それから、先ほどちょっと勘違いしたんですけれども、督促状につきましては１件100円で

ございます。 

○委員長（村岡賢一君） よろしいですか。千葉伸孝委員。 
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○千葉伸孝委員 金額によってさっき課長違うと言ったので、納税額によって督促の料金も変わ

ってくるのかなと思って。今100円だと言っていたから、一律同じというような把握でよろし

いでしょうか。 

○委員長（村岡賢一君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） 失礼いたしました。一律100円でございます。先ほど延滞金の

ほうの話でした。失礼しました。 

○委員長（村岡賢一君） ほかに。（「なし」の声あり） 

  質疑がなければ、１款町税の質疑を終わります。 

  次に、２款地方譲与税から９款地方特例交付金まで、15ページから18ページまでの質疑を行

います。質疑をお願いします。（「なし」の声あり） 

  なければ、２款地方譲与税から９款地方特例交付金までの質疑を終わります。 

  お諮りします。本日は議事の関係上、これにて延会することとし、明後日11日午前10時より

委員会を開き、本日の議事を継続することにいたしたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡賢一君） 異議なしと認めます。よって、本日は議事の関係上、これにて延会す

ることとし、明後日11日午前10時より委員会を開き、本日の議事を継続することといたしま

す。 

  本日はこれをもって延会といたします。 

  御苦労さまでした。 

     午後３時２５分  延会 

 


